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会津美里町週休２日制工事実施要綱の一部を改正する訓令  新旧対照表(参考資料) 

改正後 改正前 

(定義) (定義) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(１) 週休２日制工事 対象期間において、土日にかかわらず４週８休以上の現場閉

所を行ったと認められる工事をいう。 

(１) 週休２日＿＿＿ 対象期間において、土日にかかわらず４週８休以上の現場閉

所を行ったと認められる状態をいう。 

(２)～(５) (略) (２)～(５) (略) 

(６) 月単位の４週８休以上 対象期間内の全ての月毎に、現場閉所日数(降雨、降

雪等による予定外の閉所日を含む。)の割合が28.5％(８日／28日)以上の水準に達

する状態をいう。 

(６) ＿＿＿＿４週８休以上 対象期間内の＿＿＿＿＿＿＿現場閉所日数(降雨、降

雪等による予定外の閉所日を含む。)の割合が28.5％(８日／28日)以上の水準に達

する状態をいう。 

(７) 通期の４週８休以上 対象期間内の現場閉所日数(降雨、降雪等による予定外

の閉所日を含む。)の割合が28.5％(８日／28日)以上の水準に達する状態をいう。 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(８) 発注者指定型 週休２日制工事の実施について、発注者が取り組むことを指定

する方式をいう。 

 

(７) 発注者指定型 週休２日＿＿＿の実施について、発注者が取り組むことを指定

する方式をいう。 

 

(対象工事) (対象工事) 

第３条 対象とする工事は、社会的要請などの理由から週休２日制工事の実施が困難と

認められる工事を除く工事とする                 

第３条 対象とする工事は、次の各号のいずれかに該当する工事を除く設計金額が130

万円を超える土木一式工事とする。ただし、土木一式工事以外の建設工事において、

町長が週休２日制工事の推進が必要と認める工事は、本要綱の対象工事とする。 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (１) 工期が１か月未満の工事 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (２) 設計書を要しない簡易な工事 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (３) 災害復旧工事又は供用時期の制約等がある工事 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

(４) 社会的要請などの理由から週休２日制工事の実施が困難と認められる工事 

 

(現場閉所の評価) (週休２日制工事) 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第４条 週休２日制工事とは、次項に定める対象期間において、４週８休以上の現場閉

所を行ったと認められる状態とする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿ 

２ 対象期間は、着工日から竣工日までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる期間

を除く。 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (１) 年末年始休暇７日間 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ (２) 夏季休暇４日間 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (３) 工場製作をのみを実施している期間 
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改正後 改正前 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (４) 工事全体を一時中止している期間 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (５) 前各号に掲げるもののほか、発注者があらかじめ対象外とする期間 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

３ 現場閉所とは、現場事務所での書類作成等の事務作業も含めて、１日を通して現場

や現場事務所が閉所された状態とする。ただし、巡回パトロール又は保守点検等、現

場管理上最低限必要な作業は実施してもよいものとする。 

第４条 現場閉所の評価は、次の各号に定める現場の状態＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿によるものとする。この場合において、降雨又は降雪等の自然的な事象により

計画外の現場閉所とする場合、現場閉所する日の前日までに監督員へ報告したとき

は、現場閉所日数に含めることができるものとする。 

４＿＿ 現場閉所の評価は、次の各号に定める現場閉所率(対象期間内の現場閉所日数

の割合)によるものとする。この場合において、降雨又は降雪等の自然的な事象によ

り計画外の現場閉所とする場合、現場閉所する日の前日までに監督員へ報告したとき

は、現場閉所日数に含めることができるものとする。 

(１) 月単位の４週８休以上 (１) 現場閉所率４週８休以上 対象期間内の現場閉所日数の割合が、28.5％(８日

／28日)以上の場合 

(２) 通期の４週８休以上 (２) 現場閉所率４週７休以上 対象期間内の現場閉所日数の割合が、25.0％(７日

／28日)以上28.5％未満の場合 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

(３) 現場閉所率４週６休以上 対象期間内の現場閉所日数の割合が、21.4％(６日

／28日)以上25.0％未満の場合 

 

(経費の補正) (経費の補正) 

第９条 週休２日制工事における経費の補正は、別に定める補正係数を乗じて行うもの

とする。この場合において、見積徴収時には、補正が重複しないよう留意するものと

する。                      

第９条 週休２日制工事における経費の補正は、現場閉所の履行実績に応じ、別表の経

費のそれぞれの補正係数を乗じた補正を行うものとする。ただし、工場製作に要する

費用、見積により機労材一式の施工単価については、補正の対象としない。 

２ 週休２日制工事において工事費を積算する際は、当初設計時に月単位の４週８休以

上の補正係数を乗じて積算するものとする。 

２ 市場単価は、別に定める補正係数を乗じて補正を行うものとする。 

 

３ 対象工事の履行状況が月単位の４週８休以上を達成しなかった場合、又は通期の４

週８休以上を達成しなかった場合、前項の規定による補正相当額を減額する変更を行

うものとする。 

３ 見積徴取時には、補正が重複しないよう留意するものとする。 

４ 前３項の規定にかかわらず、農林土木工事については、当初設計時に通期の４週８

休以上の補正係数を乗じて積算し、通期の４週８休以上を達成しなかった場合、補正

相当額を減額する変更を行うものとする。 

 

＿＿＿＿＿＿ (補正の方法) 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第10条 週休２日制工事における経費の補正は、当初設計時に４週８休を前提とした経

費の積算を行い、現場閉所の達成状況の結果、４週８休に満たない場合は、履行状況

に応じて、経費の補正を設計変更により計上するものとする。 
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改正後 改正前 

  

(発注手続) (発注手続) 

第10条 (略) 

 

第11条 (略) 

 

(調査等への協力) (調査等への協力) 

第11条 (略) 

 

第12条 (略) 

 

(実施証明書) (実施証明書) 

第12条 (略) 第13条 (略) 

２ (略) 

 

２ (略) 

 

(遵守事項) (遵守事項) 

第13条 (略) 

 

第14条 (略) 

 

(その他) (その他) 

第14条 (略) 

 

第15条 (略) 

 

別表(第10条関係) 別表(第10条関係) 

 

 

 

 

               （削除） 

 

 

 

 

 

現場閉所率 労務費 
機械経費 

(賃料) 
共通仮設費 現場管理費 

４週８休以上 1.05 1.04 1.04 1.06 

４週７休以上４週８休未満 1.03 1.03 1.03 1.04 

４週６休以上４週７休未満 1.01 1.01 1.02 1.03 

４週６休未満 補正なし 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 

ｌ 

  

 


